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 金沢市要介護高齢者等の生活自立のための  

 住まいづくりに関する助成制度のご案内 
     要介護高齢者や身体障害者が自立して生活しやすくするための 

住宅を改修する費用の一部を助成します。 
     担 当  介護保険課 ℡２２０－２２６４ Fax２２０－２５５９ 

     窓 口    市役所１階 介護保険課（障害福祉課）   
 

 
☆ 対象となる方    

① 介護保険制度の要介護認定において要介護・要支援と判定された方 
② 身体障害者手帳１・２級所持者（下肢・体幹）または、重度身体障害者日常生活

用具給付制度による住宅改修費の交付を受けることができる方 
 

 
※ただし、次のすべてに該当する場合 

 市税を完納していること 
 金沢市内の自宅で生活していること（原則、施設等入所中は利用できません） 
 過去（平成６年以降の制度）に助成を受けていないこと（原則として世帯に１回） 
 本人及び同居者全員の年間所得税額が５万円以下であること 

        
  

☆ 対象工事 
① 手すりの取付け 
② 段差の解消 
③ 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更 
④ 引き戸等への扉の取替え 
⑤ 洋式便器への便器の取替え、 
⑥ 段差解消機・階段昇降機・天井走行リフト等の整備 

 
※ただし、次のすべてに該当する工事であること 

 市内にある生活の本拠とする住宅の改修であること 
 新築工事でないこと（※増築部分は対象になりません） 
 申請時に工事に着手していないこと 
 関係法令に適合する工事であること 
 高齢者や障害者の身体状況に合わせた改修工事であること 

 
 



 - 2 -

☆ 助成額 （本人及び同居者の課税状況により、区分があります。）  
 

    世 帯 の 区 分   助  成  率 限 度 額 
（他制度による給付額を含む） 

 ①生活保護世帯  対象経費の１００％           １００万円 
 ②所得税または市民税非課税世帯  対象経費の ９０％             ７０万円 
  ③所得税５万円以下世帯  対象経費の ７０％             ５０万円 

＊助成額は、介護保険や重度障害の住宅改修制度を利用する場合、又は既に利用し 
 た場合は、助成額からそれらの制度による給付額を控除した額となります。 
＊所得税または市民税の対象となる所得は、７月から１２月受付分は前年分、１月 
 から６月受付分は前々年分となります。 
 

☆ 助成対象経費 （事前審査により必要経費と認定した額で箇所別限度額があります。） 
 

工 事 箇 所  浴  室    便  所    移動機器  そ の 他 
限 度 額  ８０万円   ５０万円   ８０万円   １００万円  

      

☆ 事前申請時必要書類  （Ａ３判またはＡ４判でお願いします。） 
 ①申請書 
 ②住宅の配置図 （住宅の間取りがわかるもの） 
 ③平面図 （工事前と後がどのように変わるかがわかる箇所ごとの平面図面） 
 ④見積書 （箇所ごとの詳細内訳） 
 ⑤工事前の写真 （撮影日入りで箇所ごとに撮影し、Ａ４台紙に整理し貼付したもの） 

  ⑥所有者の同意書 （借家など申請者と所有者の違う場合に必要。公営住宅の場合は 
            模様替承認書が必要。） 
 

☆ 介護保険制度、重度身体障害者日常生活用具給付制度との併用 
   介護保険制度または重度身体障害者日常生活用具給付制度による住宅改修ができる 

場合、これらの制度による給付が優先的に適用されます。 
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☆ 助成の流れ 
 
① 助成申込み 
 

 ＜窓口 市役所本庁１階 介護保険課（障害福祉課）＞ 
 介護保険制度、重度身体障害者日常生活用具給付制度と併用する場合は 
同時にお申込み下さい。 

   
 
②事前の審査 
 

 書類審査と現地確認審査を行います。 
（他の制度と併せて申込まれるときは、同時に審査します。） 

   
 
③助成の通知 
 

事前審査後、助成の決定の通知をしますので、 
その後工事に着手して下さい。（おおむね①から３週間後） 

   
 
④工事の施工 
 

 見積書、申請どおりの工事を行って下さい。 
（必ず年度内に工事を終了して下さい。） 

   
 
⑤工事完了届 
 

  工事が完了しましたら、１５日以内に届出をして下さい。 
 （必要書類）（１）工事完了届（２）工事経費内訳書 
              （３）完成後の写真（撮影日入り）（４）請求書 

   
 
⑥事後の審査 
 

  
 工事完了届出後、書類審査、現地工事完了確認を行います。 
 

   
 
⑦資金の交付 
 

事後の審査後、適当と認められたときは申請者の預金口座に 
助成金を振込みます。（おおむね１ヶ月後） 

                     
    ＊ 次の場合は助成を取消し、助成金の返還を求めることがあります。 
        （１）虚偽の申込みをしたとき 
        （２）工事完成の見込みがないと認められるとき 
         （３）自己の責めに帰すべき理由により、助成対象箇所を著しく損傷したとき 
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☆ 他の住宅改修制度のあらまし 
本助成制度と併用できる場合は、同時に申請してください。 
 

介  護  保  険  制  度  担当 介護保険課（電話２２０－２２６４） 

       （対象となる方） 
・介護保険制度の要介護認定で要支援、要介護と判定された方で、在宅で生活さ 

     れている方 
       （対象となる工事）     

・手すりの取付け、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材 

     の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他前記 

     の住宅改修に付帯して必要となる工事 
       （給付額） 

・最高１８万円（対象工事上限額２０万円 所得に応じた自己負担額あり） 
       （申請書類） 

・申請書、工事施工内訳書、見積書、平面図、写真、介護支援専門員等の理由書 
＊必ず介護支援専門員等および工事施工予定業者と事前相談を行い、工事の前に 

     上記の書類をそろえて申請してください。 
 

重度身体障害者日常生活用具等給付制度 担当 障害福祉課（電話２２０－２２８９） 

       （対象要件） 
下肢１～３級、体幹１～３級、脳病変による運動機能障害を有する１～３級、 
（特殊便器の設置は、上肢１～２級の重複障害） 
・原則１人１回 

       （対象となる工事） 
・手すりの取付け、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材 

     の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他前記 

     の住宅改修に付帯して必要となる工事 
       （給付額） 

・最高１８万円（対象工事上限額２０万円 所得に応じた自己負担額あり） 
       （申請書類） 

・申請書、工事施工内訳書、見積書、平面図、写真、 
＊必ず工事の前に、申請をしてください。 


